
　
今
定
例
会
の
常
任
委
員
会
で
は
、
本
会
議

で
付
託
さ
れ
た
議
案
と
継
続
審
査
と
な
っ
て

い
た
請
願
・
陳
情
の
審
査
が
九
月
二
〇
日
、

二
一
日
、
二
二
日
の
三
日
間
、
建
設
環
境
・

市
民
厚
生
・
総
務
文
教
委
員
会
の
順
で
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
議
会
運
営
委
員
会
は
、
本
会
議
の

議
事
日
程
や
議
案
の
取
り
扱
い
、
議
会
だ
よ

り
の
編
集
等
で
五
回
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
、
横
田
基
地
対
策
特
別
委
員
会

が
九
月
二
二
日
に
、
ま
た
庁
舎
建
設
特
別
委

員
会
が
九
月
二
八
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
は
、
各
常
任
委
員
会
及
び
各
特
別

委
員
会
か
ら
報
告
さ
れ
た
主
な
審
査
概
要
を

ま
と
め
ま
し
た
。

▲福生市輝き市民サポートセンターを視察
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委員会の
　審査から
委員会の
　審査から
委員会の
　審査から

建
設
環
境
委
員
会

建
設
環
境
委
員
会

市
民
厚
生
委
員
会

市
民
厚
生
委
員
会

総
務
文
教
委
員
会

総
務
文
教
委
員
会

　
九
月
二
〇
日
に
委
員
会
が

開
催
さ
れ
、
六
件
の
議
案
と

請
願
一
件
、
陳
情
一
件
に
つ

い
て
審
議
し
ま
し
た
。

◎
福
生
市
輝
き
市
民
サ
ポ
ー

　
ト
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部

　
を
改
正
す
る
条
例
（
時
間

　
延
長
の
条
例
）

　
委
員
会
冒
頭
に
福
生
市
輝

き
市
民
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

の
現
地
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

　
福
生
駅
舎
続
き
四
階
、
午

前
一
〇
時
開
館
・
午
後
一
〇

時
閉
館
、
会
議
室
並
び
パ
ソ

コ
ン
・
印
刷
機
な
ど
の
備
品

を
完
備
し
て
い
ま
す
。

　
問
　
見
学
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
大
変
利
用
し
や
す
い
よ

う
に
感
じ
た
が
、
利
用
団
体

に
つ
い
て
は
、
ど
の
く
ら
い

の
申
し
込
み
が
あ
る
か
。

　
答
　
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

の
利
用
に
つ
い
て
は
、
四
〇

団
体
の
登
録
が
あ
り
、
現
在

三
団
体
か
ら
申
し
込
み
が
あ
る
。

　
問
　
午
後
一
〇
時
ま
で
延

長
に
な
っ
た
が
、
七
時
以
降

の
利
用
者
が
少
な
い
場
合
、

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

　
答
　
七
時
以
降
の
利
用
に

つ
い
て
は
、
多
く
の
団
体
に

使
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に

PR
し
て
、
多
く
の
方
々
に

利
用
し
や
す
い
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
に
し
て
い
き
た
い
。

◎
福
生
市
営
駐
車
場
条
例

　
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　（
指
定
管
理
者
制
度
を
採
用
）

　
問
　
市
営
駐
車
場
を
指
定

管
理
者
に
任
せ
た
と
き
の
市

の
メ
リ
ッ
ト
は
。
ま
た
、
駐

車
場
で
の
事
故
の
責
任
は
誰

が
持
つ
の
か
。

　
答
　
収
入
は
す
べ
て
指
定

管
理
者
に
属
す
る
。
し
た
が

っ
て
維
持
管
理
費
、
人
件
費

を
含
め
て
、
す
べ
て
指
定
管

理
者
に
負
担
し
て
い
た
だ
く

の
で
、
経
費
の
面
で
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
。
場
内
の
事
故
に

つ
い
て
は
、
建
物
の
瑕
疵
は

市
が
負
い
、
ほ
か
の
場
内
に

つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者
の

責
任
に
な
る
。

◎
平
成
一
七
年
度
一
般
会
計

　
補
正
予
算
（
第
三
号
）（
歳

　
出
予
算
の
う
ち
建
設
環
境

　
委
員
会
所
管
分
）

　
問
　
新
元
気
を
出
せ
商
店

街
振
興
事
業
補
助
金
六
七
六

万
四
〇
〇
〇
円
の
内
容
と
、

中
福
生
公
園
の
そ
の
後
の
経

過
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
答
　
新
元
気
を
出
せ
商
店

街
振
興
事
業
補
助
金
は
各
商

栄
会
一
つ
に
つ
い
て
二
回
ま

で
の
規
制
が
あ
り
、
そ
の
ほ

か
は
都
の
予
算
の
範
囲
内
で

あ
る
。

　
中
福
生
公
園
整
備
に
つ
い

て
は
、
防
衛
庁
の
補
助
金
の

関
係
も
あ
り
、
自
然
を
残
し

て
、
あ
ま
り
手
を
加
え
ず
、
駐

車
場
と
ト
イ
レ
は
設
置
し
な
い
。

◎
平
成
一
七
年
度
福
生
市
下

　
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

　（
第
一
号
）

　
問
　
借
入
金
の
利
息
が
前

年
度
と
比
べ
九
〇
万
八
〇
〇

〇
円
の
減
の
理
由
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

　
答
　
基
本
的
に
は
事
業
費

の
確
定
と
、
利
率
の
変
更
の

た
め
に
差
が
生
じ
た
。

◎
平
成
一
六
年
度
福
生
市
下

　
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定

　
に
つ
い
て
。

　
問
　
一
般
財
源
か
ら
の
繰

入
金
は
、
平
成
一
六
年
度
は

九
億
円
で
あ
る
が
、
今
後
ど

の
よ
う
に
推
移
し
て
い
く
と

思
う
か
。

　
答
　
下
水
道
設
備
も
一
応

終
わ
り
、
今
後
は
維
持
管
理

が
主
と
な
り
、
し
た
が
っ
て

今
後
は
繰
入
金
も
減
少
し
て

い
く
と
思
わ
れ
る
。
本
来
雨

水
は
公
費
、
汚
水
は
受
益
者

負
担
が
原
則
で
あ
る
。

◎
平
成
一
六
年
度
福
生
市
受

　
託
水
道
事
業
会
計
決
算
認

　
定
に
つ
い
て

　
問
　
テ
ロ
対
策
に
つ
い
て

ハ
ー
ド
面
ソ
フ
ト
面
は
ど
う
か
。

　
答
　
主
な
施
設
は
す
べ
て

フ
ェ
ン
ス
張
り
を
強
化
し
て

施
錠
し
て
い
る
。
お
客
さ
ま

の
出
入
は
一
ヵ
所
、
二
階
受

付
で
記
名
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

　
問
　
福
生
市
の
配
水
管
の

状
況
に
つ
い
て
、
ま
た
鋳
鉄

管
と
鋼
管
の
違
い
と
使
用
場

所
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
答
　
玉
川
上
水
を
横
断
す

る
水
道
管
は
鋼
管
で
あ
る
。

そ
の
他
は
鋳
鉄
管
、
福
生
市

の
場
合
は
ダ
ク
タ
リ
鋳
鉄
管

で
内
面
を
ラ
イ
ニ
ン
グ
し
て
、

延
長
一
四
万
五
五
〇
〇
キ
ロ

の
整
備
状
況
で
あ
る
。

◎
そ
の
他
、
請
願
一
件
と
陳

情
一
件
に
つ
い
て
は
、
継
続

審
査
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
定
例
会
で
は
、
条
例
改

正
一
件
、
補
正
予
算
三
件
、

決
算
審
査
三
件
及
び
継
続
審

査
中
の
陳
情
一
件
の
審
議
を

行
い
ま
し
た
。
審
議
し
た
議

案
と
主
な
質
疑
応
答
の
内
容

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◎
特
殊
疾
病
患
者
福
祉
手
当

　
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　
条
例

　
理
事
者
か
ら
説
明
を
受
け
、

質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
委
員

よ
り
「
心
身
障
害
者
福
祉
手

当
に
は
所
得
制
限
が
あ
る
が
、

こ
の
手
当
て
は
ど
う
か
。
ま

た
、
該
当
者
の
方
に
は
ど
の

よ
う
に
お
知
ら
せ
し
て
い
る

の
か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

理
事
者
か
ら
、
こ
の
福
祉
手

当
は
、
所
得
制
限
が
な
い
の

で
受
給
で
き
る
。
ま
た
、
現

況
届
け
の
提
出
の
際
に
、
説

明
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁

が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
全

会
一
致
で
原
案
の
と
お
り
可

決
し
ま
し
た
。

◎
平
成
一
七
年
度
一
般
会
計

　
補
正
予
算
（
第
三
号
）（
歳

　
出
予
算
の
う
ち
市
民
厚
生

　
委
員
会
所
管
分
）

　
理
事
者
か
ら
説
明
を
受
け
、

質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
委
員

よ
り
、
「
瑞
穂
斎
場
組
合
構

成
市
町
と
武
蔵
村
山
市
の
利

用
状
況
。
駐
車
場
や
火
葬
炉

を
増
設
す
る
計
画
内
容
は
」

と
の
質
疑
が
あ
り
、
理
事
者

か
ら
、
「
平
成
一
六
年
度
の

火
葬
場
の
利
用
実
績
は
、
合

計
二
二
五
二
件
で
構
成
市
町

利
用
が
一
八
七
八
件
、
武
蔵

村
山
市
利
用
が
二
三
三
件
で

あ
る
。
武
蔵
村
山
市
の
加
入

に
よ
り
駐
車
場
や
火
葬
炉
等

の
増
設
が
必
要
で
、
同
市
の

負
担
金
で
土
地
購
入
や
火
葬

炉
等
の
増
設
を
行
う
予
定
で

あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

　
ま
た
、
委
員
よ
り
瑞
穂
斎

場
組
合
の
当
市
の
負
担
金
は
、

武
蔵
村
山
市
の
加
入
で
い
く

ら
減
る
の
か
。
ま
た
、
「
精

神
障
害
者
地
域
自
立
支
援
施

設
の
場
所
や
運
営
内
容
等
は

決
ま
っ
て
い
る
の
か
。
」
と

の
質
疑
が
あ
り
、
理
事
者
か

ら
、
瑞
穂
斎
場
組
合
の
福
生

市
の
負
担
金
は
、
平
年
度
で

約
一
七
〇
〇
万
円
減
額
さ
れ

る
。
精
神
障
害
者
自
立
支
援

施
設
は
、
共
同
運
営
す
る
羽

村
市
と
協
議
中
で
、
何
ヵ
所

か
の
候
補
を
挙
げ
て
検
討
し

て
い
る
。
運
営
は
、
日
常
生

活
の
支
援
や
就
労
相
談
等
を

行
う
予
定
で
、
精
神
障
害
者

手
帳
所
持
者
が
登
録
制
で
利

用
す
る
予
定
で
、
一
二
〜
一

三
人
ぐ
ら
い
で
あ
る
。」
と
の

答
弁
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、

全
会
一
致
で
原
案
の
と
お
り

可
決
し
ま
し
た
。

◎
平
成
一
七
年
度
国
民
健
康

　
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

　（
第
二
号
）

　
理
事
者
の
説
明
の
後
、
質

疑
を
行
い
ま
し
た
。

　
委
員
よ
り
「
今
回
の
補
正

予
算
は
、
保
険
税
の
収
納
率

ア
ッ
プ
に
よ
り
財
源
を
補
て

ん
す
る
内
容
だ
が
、
収
納
率

向
上
の
た
め
ど
の
よ
う
な
方

策
を
講
ず
る
の
か
」
と
の
質

疑
が
あ
り
、
理
事
者
よ
り
「
現

在
実
施
し
て
い
る
滞
納
処
分

な
ど
を
さ
ら
に
徹
底
す
る
ほ

か
、（
仮
称
）
福
生
市
市
税
等

収
納
率
向
上
対
策
本
部
を
設

置
し
、
全
庁
的
取
組
み
を
行

っ
て
い
く
。」
と
の
答
弁
が
あ

り
、
採
決
の
結
果
、
全
会
一

致
で
原
案
の
と
お
り
可
決
し

ま
し
た
。

◎
平
成
一
七
年
度
介
護
保
険

　
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

　
一
号
）

　
質
疑
応
答
の
後
、
採
決
の

結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
。

◎
平
成
一
六
年
度
国
民
健
康

　
保
険
特
別
会
計
決
算
認
定

　
　
理
事
者
の
説
明
の
後
、

質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　
委
員
よ
り
「
不
納
欠
損
額

が
前
年
度
よ
り
大
幅
に
増
え

て
い
る
が
そ
の
内
容
は
」
等

の
質
疑
が
あ
り
、
理
事
者
か

ら
「
不
納
欠
損
額
の
一
位
は

二
五
六
万
円
で
あ
る
。」
等
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
委
員
よ
り
、「
税

率
の
引
き
上
げ
だ
け
の
決
算

は
反
対
し
ま
す
」
と
の
意
見

が
あ
り
、
起
立
に
よ
る
採
決

の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
認

定
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

◎
そ
の
他
、
平
成
一
六
年
度

老
人
保
健
医
療
特
別
会
計
決

算
認
定
及
び
平
成
一
六
年
度

介
護
保
険
特
別
会
計
決
算
認

定
も
質
疑
応
答
の
後
、
採
決

の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
認

定
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
陳
情
一
件
は
審
査

の
結
果
、
継
続
と
な
り
ま
し
た
。

　
九
月
二
二
日
に
総
務
文
教

委
員
会
が
開
会
さ
れ
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
議
案
は
三
件
。

議
案
ご
と
に
概
要
を
報
告
い

た
し
ま
す
。

◎
福
生
市
非
常
勤
の
特
別
職

　
の
職
員
の
報
酬
及
び
費
用

　
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

　
部
を
改
正
す
る
条
例
（
採
択
）

◇
再
任
用
職
員
の
退
職
予
定

の
補
充
と
い
う
こ
と
で
新
た

に
土
木
作
業
嘱
託
員
と
学
校

事
務
嘱
託
員
に
仕
事
を
さ
せ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

◇
土
木
作
業
嘱
託
員
は
一
八

年
一
月
一
日
か
ら
雇
用
開
始
。

学
校
事
務
嘱
託
員
は
一
七
年

一
一
月
一
日
か
ら
雇
用
開
始
。

い
ず
れ
も
終
了
日
は
一
八
年

三
月
三
一
日
。
　
　
　
　
　




